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新旧対照表 

下記のとおり、誤記の修正及びより適切な表記への変更、文書ひな形の補完等を行いました。掲載している資料は、訂正を反映した正しいものとなってい

ます。 
正誤
箇所 

旧 
（令和 3年 5月 28日掲載資料） 

新 
（令和 3年 7月 14日掲載資料） 
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「文書ひな形３（措置命令）」 

※以下の記載を削除 

 なお、この処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法第２条及

び第 18条の規定より、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に（都道府県・政令指定都市の長）に対し審査請求をす

ることができる。 

 

※最下段に以下を追記 

（教示） 

 この処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法第２条及び第 18

条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に〔都道府県・政令都市の長〕に対して審査請求をすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法第８条及び第 14条

の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に､〔都道府県・政令都市の長〕を被告として提起することができ

る。ただし、行政不服審査法に基づく審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に､〔都道府県・政令都市の長〕を被告として提起

することができる。 
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「文書ひな形４（業務の停止）」  

※最下段に以下を追記 

（教示） 

 この処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法第２条及び第 18

条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に〔都道府県・政令都市の長〕に対して審査請求をすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法第８条及び第 14条

の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に､〔都道府県・政令都市の長〕を被告として提起することができ

る。ただし、行政不服審査法に基づく審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に､〔都道府県・政令都市の長〕を被告として提起

することができる。 
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「文書ひな形５（登録の取消し）」  

※最下段に以下を追記 

（教示） 

 この処分に対して不服がある場合は、行政不服審査法第２条及び第 18

条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に〔都道府県・政令都市の長〕に対して審査請求をすることが

できる。 

 また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法第８条及び第 14条

の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

月以内に､〔都道府県・政令都市の長〕を被告として提起することができ

る。ただし、行政不服審査法に基づく審査請求をした場合には、処分の

取消しの訴えは、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６月以内に､〔都道府県・政令都市の長〕を被告として提起

することができる。 

 


